
令和３年度 11 月「子ども・若者育成支援強調月間」について 

 

内閣府では、11 月を「子ども・若者育成支援強調月間」と定め、子ども・若者育成支援の重要

性について国民一人一人の認識を深め、家庭、学校、地域社会等が連携協力して子ども・若者の

育成支援に取り組むことができるよう、国民運動の推進等を図っています。 

今日の青少年は、メディアにおける有害情報の氾濫、ひきこもりやいじめなど、多くの問題に

直面しています。そのような中、一人一人が、子ども・若者をめぐる問題に関心を寄せ、地域ぐ

るみで、より良い社会環境にするための活動のひとつとして、例年、この時期に、岡谷駅前・中

学校・高等学校において街頭啓発活動を行っておりますが、昨年同様、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止の観点から、啓発物品の配布が困難であるため、以下の方法に変更したいと考

えております。 

 

 

 岡 谷 駅 前 

実施方法 

◇「子ども・若者育成支援強調月間」をＰＲするため、桃太郎旗を設置する。 

 （街頭啓発は実施しない。） 

🔶 啓発物品（ポケットティッシュ等）の配布を見合わせるため、桃太郎旗の 

設置のみとする。 

掲示期間 11 月 1 日（月）～ 11 月 30 日（火） 

 

  

 

 シルキーチャンネルにて番組放映 

実施方法 

◇ 市長によるあいさつをはじめ、市内学生による強調月間に関する意見発表等

をまとめた番組を制作し放映する。 

🔶 岡谷工業高校生徒会、リーダーズ俱楽部に出演を依頼。 

 

放映期間 11 月 1 日（月）～ 11 月 15 日（月） 

 

 岡谷北部中学校 岡谷工業高等学校 

実施方法 

◇ 校門前での啓発活動は実施せず、11 月の強調月間に関する周知を目的に、 

啓発物品の配付のみを行う。 

🔶 事前に学校側に配付の協力を仰ぎ、クラス担任の先生から生徒・学生に渡

していただくこととする。 

配付物品 あいさつ運動のポケットティッシュ 
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